
奈
良
県
訓
令
第
八
号

各

部

課

室

各
出
先
機
関

特
別
の
形
態
に
よ
つ
て
勤
務
す
る
必
要
の
あ
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
八
年

三
月
奈
良
県
訓
令
甲
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
四
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

別
表
総
務
部
知
事
公
室
消
防
救
急
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

な
ら
歴
史
芸

な
ら
歴
史
芸

四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一

職
員
ご
と
に
四
週
に

術
文
化
村

術
文
化
村
に

週
間
当
た
り
三
十
八
時
間
四
十
五
分

八
回
所
属
長
が
定
め

勤
務
す
る
者

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
所

る
日

属
長
が
定
め
る
。

別
表
奈
良
県
立
美
術
館
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

文
化
・
教
育

保
存
修
理
・

一
週
間
当
た
り
三
十
八
時
間
四
十
五

月
曜
日
（
そ
の
日
が

・
く
ら
し
創

人
材
育
成
係

分
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、

休
日
で
あ
る
場
合
は
、

造
部
文
化
財

に
勤
務
す
る

所
属
長
が
定
め
る
。

そ
の
日
後
に
お
い
て
、

保
存
事
務
所

者

そ
の
日
に
最
も
近
い

休
日
で
な
い
日
）
及

び
職
員
ご
と
に
毎
週

一
回
所
属
長
が
定
め

る
日
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